
 

 
 

議案第５２号 

   佐野市デイサービスセンター条例の改正について 

 佐野市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を次のように定め

ます。 

  令和元年６月７日提出 

佐野市長 岡 部 正 英   

   佐野市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

 佐野市デイサービスセンター条例（平成２１年佐野市条例第１４号）の一

部を次のように改正する。 

第２条の表佐野市犬伏デイサービスセンターの項を削る。 

第７条の表佐野市犬伏デイサービスセンターの項を削り、同表佐野市遠原

の里デイサービスセンターの項中「国民の祝日に関する法律」の次に「（昭

和２３年法律第１７８号）」を加える。 

附 則 

 この条例は、令和元年７月１日から施行する。 

 

 

理 由 

  令和元年６月３０日をもって佐野市犬伏デイサービスセンターを廃止す

るため本条例を改正したいので提案するものです。 



議案第５２号参考資料 

佐野市デイサービスセンター条例の改正案  新旧対照表  

現       行 改   正   案 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

佐野市犬伏デイサービスセンター 佐野市犬伏下町1765番地１ 

(略) (略) 
 

名称 位置 

 

(略) (略) 
 

（休館日） （休館日） 

第７条 センターの休館日は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の

承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

第７条 センターの休館日は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の

承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

区分 休館日 

佐野市犬伏デイサービ

スセンター 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定

する休日 

(３) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

佐野市遠原の里デイサ

ービスセンター 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

 

(３) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

(略） (略） 
 

区分 休館日 

 

佐野市遠原の里デイサ

ービスセンター 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定

する休日 

(３) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

(略) (略) 
 

 


